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農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）

（
注
）
傍
線
は
改
正
部
分
を
示
す
。

改

正

案

現

行

（
使
用
方
法
）

（
使
用
方
法
）

第
十
三
条

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
の
塩
類
を
含
有
す
る
製
剤
を
使
用
し
て
野
ね

第
十
三
条

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
の
塩
類
を
含
有
す
る
製
剤
を
使
用
し
て
野
ね

ず
み
の
駆
除
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば

ず
み
の
駆
除
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
実
地
の
指
導
の
下
に
行
う
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
実
地
の
指
導
の
下
に
行
う
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

農
業
改
良
助
長
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条
第

ニ

農
業
改
良
助
長
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
十
四
条

一
項
に
規
定
す
る
普
及
指
導
員

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
技
術
員
又
は
改
良
普
及
員

ホ
～
チ

（
略
）

ホ
～
チ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
使
用
方
法
）

（
使
用
方
法
）

第
十
八
条

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
ト
エ
チ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
エ
イ
ト
を
含
有

第
十
八
条

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
ト
エ
チ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
エ
イ
ト
を
含
有

す
る
製
剤
を
使
用
し
て
か
ん
き
つ
類
、
り
ん
ご
、
な
し
、
ぶ
ど
う
、
桃
、
あ
ん

す
る
製
剤
を
使
用
し
て
か
ん
き
つ
類
、
り
ん
ご
、
な
し
、
ぶ
ど
う
、
桃
、
あ
ん

ず
、
梅
、
ホ
ッ
プ
、
な
た
ね
、
桑
、
し
ち
と
う
い
又
は
食
用
に
供
さ
れ
る
こ
と

ず
、
梅
、
ホ
ッ
プ
、
な
た
ね
、
桑
、
し
ち
と
う
い
又
は
食
用
に
供
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
観
賞
用
植
物
若
し
く
は
そ
の
球
根
の
害
虫
の
防
除
を
行
う
場
合
に
は
、

が
な
い
観
賞
用
植
物
若
し
く
は
そ
の
球
根
の
害
虫
の
防
除
を
行
う
場
合
に
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

次
に
掲
げ
る
者
の
実
地
の
指
導
の
下
に
行
う
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
実
地
の
指
導
の
下
に
行
う
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

農
業
改
良
助
長
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
及
指
導
員
で
あ
つ
て

ホ

農
業
改
良
助
長
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
技
術
員
又

、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の

は
改
良
普
及
員
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の

ヘ

（
略
）

ヘ

（
略
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

（
使
用
方
法
）

（
使
用
方
法
）

第
二
十
四
条

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
ア
ミ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
を
使
用
し
て
か

第
二
十
四
条

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
ア
ミ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
を
使
用
し
て
か

ん
き
つ
類
、
り
ん
ご
、
な
し
、
桃
又
は
か
き
の
害
虫
の
防
除
を
行
う
場
合
に
は

ん
き
つ
類
、
り
ん
ご
、
な
し
、
桃
又
は
か
き
の
害
虫
の
防
除
を
行
う
場
合
に
は

、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
実
地
の
指
導
の
下
に
行
う
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
実
地
の
指
導
の
下
に
行
う
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

農
業
改
良
助
長
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
及
指
導
員
で
あ
つ
て

ホ

農
業
改
良
助
長
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
技
術
員
又

、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の

は
改
良
普
及
員
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の

ヘ

（
略
）

ヘ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）


